
議案第１７号

　　　�川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ２ 月１２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　�川崎市営住宅条例の一部を改正する条例

　川崎市営住宅条例（昭和３７年川崎市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。

　第３３条の７の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第１項中「使用者

の使用」を「入居者の利用」に改め、同条第２項中「使用し」を「利用し」に、

「使用者」を「者」に、「市長の定めるところにより、」を「第３３条の１０

第１項に規定する指定管理者（以下この条において「指定管理者」という。）

の」に改め、同条第３項中「使用料は」を「利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）は」に、「市長が定める額」を「あらかじめ市長の承認を得て、指

定管理者が定める額」に改め、同条第４項及び第５項を次のように改める。

４�　利用料金は、指定管理者の収入とする。ただし、市長は、必要があると認

めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することが

できる。

５�　指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の減免又は

支払の猶予をすることができる。

　第３３条の７第６項中「使用」を「利用」に、「市長が定める」を「あらか



じめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする」に改める。

　第３３条の９の次に次の３条を加える。

　（指定管理者）

第�３３条の１０　市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものと

してその指定するもの（次条及び第３３条の１２において「指定管理者」と

いう。）に市営住宅等（市営住宅及びその共同施設をいう。以下この項及び

次条において同じ。）の管理を行わせることができる。

　⑴�　市営住宅等の管理を行うに当たり、入居者の平等な利用が確保できるこ

と。

　⑵�　事業計画書の内容が、市営住宅等の効用を最大限に発揮するとともに管

理経費の縮減が図られるものであること。

　⑶�　事業計画書の内容に沿った市営住宅等の管理を安定して行う能力を有す

ること。

２�　前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を市長に提出しなければならない。

３　市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示する。

　（指定管理者が行う管理の基準）

第�３３条の１１　指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、

市営住宅等の管理を行わなければならない。

　（指定管理者が行う業務の範囲）

第�３３条の１２　指定管理者は、駐車場の管理及び第３３条の７第２項の許可

に関する業務並びに建築設備（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第３号に規定する建築設備をいう。）の管理に関する業務その他の市長

が必要と認める業務を行わなければならない。

　　　附　則



　（施行期日）

１�　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。

　（準備行為）

２�　市営住宅及びその共同施設に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、

この条例の施行前においても行うことができる。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　市営住宅の駐車場及び建築設備等の管理を指定管理者に行わせることができ

ることとし、及び当該駐車場に利用料金制を導入するため、この条例を制定する

ものである。




